


参考資料１



参考資料１



参考資料１



参考資料２

転用施設の改修に対する補助等 （平成２１年度）

事業名 所管官庁 対象となる転用施設等

地域介護・福祉空間整備等交付金 老健局計画課
（老人福祉）

老人福祉施設

次世代育成支援対策施設整備交付金 雇用均等・児童家庭局
（児童福祉）

児童福祉施設等
（保育所、子育て支援のための拠点施設を
除く）

平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金
（安心子ども基金）

雇用均等・児童家庭局
（児童福祉）

私立保育所
※平成２２年度まで

放課後子ども環境整備事業 雇用均等・児童家庭局
育成環境課

放課後児童クラブ

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 農村振興局
整備部農村整備官

都市と農村の交流拠点施設
山村・都市交流促進のための自然体験学
習・農業体験学習等の拠点となる滞在型
活動施設

広域連携共生・対流等整備交付金　＊ 農村振興局
農村政策部
都市農村交流課

都道府県を越えた広域的な連携の取組を
実現するために必要な施設
（１）都市農村交流促進施設
（２）市民農園
（３）廃校・廃屋改修交流施設  等
　＊事業実施主体は民間団体等
　　（公募により選定）

森林・林業・木材産業づくり交付金
（木造公共施設整備）

林政部木材利用課 交流施設等の公共施設

地域間交流施設整備事業費補助金 自治行政局
過疎対策室

地域間交流を図るための体験・交流施設
等

まちづくり交付金 都市・地域整備局
まちづくり推進課
都市総合事業推進室

都市再生整備計画に位置付けられたまち
づくりに必要な施設

地域住宅交付金 住宅局
住宅総合整備課

公的賃貸住宅などの地域住宅計画に位置
付けられた地域の住宅政策の実施に必要
な施設

集落活性化推進事業 都市・地域整備局
地方振興課

定住人口・滞在人口の流出抑制を目的とし
た、集約化による公益サービスの維持確
保、地域産業の活性化及び地域間交流の
ための施設整備等

地域企業立地促進等共用施設整備費補助金
経済産業政策局
地域経済産業グループ
産業施設課

企業立地促進法により、国の同意を得た
基本計画に基づく貸工場・貸事業場等

余裕教室（廃校）の活用に係る支援事業（学校以外への転用）

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

総 務 省

国 土 交 通 省

林 野 庁

経 済 産 業 省

林 野 庁



別 添

普通教室として使用しなくなった教室の「放課後子どもプラン」
への活用ニーズ及び活用検討状況調査結果

（平成２０年１２月現在）

＜ポイント＞

○放課後子どもプランへの新規導入又は拡充のニーズは約半数の設置者にある。
（①４６．７％、②５９．５％）

○このうち、現に実施場所が確保できていない設置者が多い。
(①５９．６％、②７５．０％）

○実施場所としては、普通教室として使用しなくなった教室の活用ニーズが高い。
（①７１．７％、②８０．０％）

○教室活用のニーズに対して、実際に活用又は転用可能な教室は
約８００校、約１，５００教室。

（①８５９校・１，５７６教室、②８１１校・１４７７教室）
○活用又は転用可能な教室のうち、２１年度から実施予定のものは

約３５０校、約４５０教室。
（①３７３校・５１１教室、②３１１校・３７８教室）

注）①は「放課後子ども教室推進事業 、②は「放課後児童健全育成事業」を示す。」

＜調査結果の概要＞
１．放課後子どもプランへの活用ニーズ

・放課後子ども教室推進事業 → ４６．７％（ ８４３設置者）
・放課後児童健全育成事業 → ５９．５％（１，０７３設置者）

２．１のうち、実施場所の確保ができていない割合
・放課後子ども教室推進事業 → ５９．６％（ ５０１設置者）
・放課後児童健全育成事業 → ７５．０％（ ８０４設置者）

３．２のうち、普通教室として使用しなくなった教室の活用ニーズ
・放課後子ども教室推進事業 → ７１．７％（ ３５９設置者）
・放課後児童健全育成事業 → ８０．０％（ ６４３設置者）

４．３のうち、普通教室として使用しなくなった教室の活用検討状況
（１）活用又は転用可能

・放課後子ども教室推進事業 → １７４件（ ８５９校・１，５７６教室）
【うち21年度実施予定 → ７３件（３７３校・５１１教室 】）

・放課後児童健全育成事業 → ２５５件（ ８１１校・１，４７７教室）
【うち21年度実施予定 → １０４件（３１１校・３７８教室 】）

（２）活用又は転用困難
・放課後子ども教室推進事業 → ３４７件（ ８８１校・２，６２３教室）
・放課後児童健全育成事業 → ６３７件（１，４４０校・３，７２２教室）

※ 個別の市区町村における調査結果については、当該市区町村にお問い合わせください。



質問Ａ　「放課後子ども教室推進事業」について

問Ａ－１：

問Ａ－２：

問Ａ－３：

問Ａ－４： 問Ａ－３において、「１．ある」と回答した市区町村について、公立学校の普通教室とし
て使用しなくなった教室数を把握していただいた上で、それらの教室を「放課後子ども
教室推進事業」のための施設に活用又は転用できますか。(「活用」とは、施設の改修
を伴わず、放課後に一時的に使用する場合も含む。）（複数回答可）

全国集計版

普通教室として使用しなくなった教室の「放課後子どもプラン」
への活用ニーズ及び活用検討状況　調査結果

貴市区町村において「放課後子ども教室推進事業」を実施していますか。また、「放課
後子ども教室推進事業」へのニーズはありますか。

問Ａ－１において、「１．実施中で更なるニーズあり」、「３．実施を検討中（ニーズあ
り）」、「４．未実施でニーズあり」と回答した市区町村について、「放課後子ども教室推
進事業」実施に当たって、実施場所の確保が十分できていないといった課題がありま
すか。

問Ａ－２において、「１．実施場所の確保が十分できていない」と回答した市区町村に
ついて、実施場所として、公立小学校の普通教室として使用しなくなった教室（過去に
普通教室として使用しなくなり、現在、何らかの活用を行っているものを含む。）を新た
に使用したいというニーズはありますか。

（１）物理的に

活用又は転用

可能な教室が

ない（（２）の

場合を除く。）

（２）他に優先

すべき用途が

あるため活

用・転用でき

ない

（３）施設の条

件が現状のま

までは「放課

後子ども教室

推進事業」の

施設に適さな

い

回答 学校数 教室数 回答 学校数 教室数 回答 回答 回答 学校数 教室数 回答 学校数 教室数

73 373 511 101 486 1,065 223 65 29 586 2,146 30 295 477

（２）及び（３）に該

当

２．活用又は転用困難

（１）平成21年度実施予定

１．活用又は転用可能

（２）平成21年度以降実施に

向け検討中

（４）施設面以外の理由で、

活用・転用が困難

575 31.9% 411 22.8% 136 7.5% 132 7.3% 551 30.5% 1,805 100.0%

計
5.未実施で
ニーズなし

1.実施中で更なる
ニーズあり

2.実施中で更なる
ニーズなし

3.実施を検討中
（ニーズあり）

4.未実施で
ニーズあり

501 59.6% 340 40.4% 841 100.0%

計
1.実施場所の確保が十分でき

ていない
2.実施場所の確保が十分でき

ている

359 71.7% 142 28.3% 501 100.0%

計1.ある 2.ない



質問Ｂ　「放課後児童健全育成事業」について

問Ｂ－１：

問Ｂ－２：

問Ｂ－３：

問Ｂ－４： 問Ｂ－３において、「１．ある」と回答した市区町村について、公立学校の普通教室とし
て使用しなくなった教室数を把握していただいた上で、それらの教室を「放課後児童健
全育成事業」のための施設に活用又は転用できますか。(「活用」とは、施設の改修を
伴わず、放課後に一時的に使用する場合も含む。）（複数回答可）

全国集計版

普通教室として使用しなくなった教室の「放課後子どもプラン」
への活用ニーズ及び活用検討状況　調査結果

貴市区町村において「放課後児童健全育成事業」を実施していますか。また、「放課後
児童健全育成事業」へのニーズはありますか。

問Ｂ－１において、「１．実施中で更なるニーズあり」、「３．実施を検討中（ニーズあ
り）」、「４．未実施でニーズあり」と回答した市区町村について、「放課後児童健全育成
事業」実施に当たって、実施場所の確保が十分できていないといった課題があります
か。

問Ｂ－２において、「１．実施場所の確保が十分できていない」と回答した市区町村に
ついて、実施場所として、公立小学校の普通教室として使用しなくなった教室（過去に
普通教室として使用しなくなり、現在、何らかの活用を行っているものを含む。）を新た
に使用したいというニーズはありますか。

985 54.6% 462 25.6% 32 1.8% 56 3.1% 269 14.9% 1,804 100.0%

計
5.未実施で
ニーズなし

1.実施中で更なる
ニーズあり

2.実施中で更なる
ニーズなし

3.実施を検討中
（ニーズあり）

4.未実施で
ニーズあり

804 75.0% 268 25.0% 1,072 100.0%

計
1.実施場所の確保が十分でき

ていない
2.実施場所の確保が十分でき

ている

643 80.0% 161 20.0% 804 100.0%

計1.ある 2.ない

（１）物理的に

活用又は転用

可能な教室が

ない（（２）の

場合を除く。）

（２）他に優先

すべき用途が

あるため活

用・転用でき

ない

（３）施設の条

件が現状のま

までは「放課

後子ども教室

推進事業」の

施設に適さな

い

回答 学校数 教室数 回答 学校数 教室数 回答 回答 回答 学校数 教室数 回答 学校数 教室数

104 311 378 151 500 1,099 417 122 52 1,004 3,075 46 436 647

２．活用又は転用困難

（１）平成21年度実施予定

１．活用又は転用可能

（２）平成21年度以降実施に

向け検討中

（４）施設面以外の理由で、

活用・転用が困難

（２）及び（３）に該

当
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